
「池田町新型インフルエンザ等対策行動計画」改定（案） 

パブリックコメントの結果について 

 

１ 実施結果 

期間 令和８年１月 13 日（火）～令和８年 1 月 30 日（金） 

意見提出者 ２人 

提出件数 ７件 

意見等への対応 
（１）意見を計画に反映するもの ０件 

（２）この度の見直しの対象とならないが、その他全般に関する意見 ７件 

 

２ 意見の概要と町の考え方 

No 
項目 

ページ 
意見 意見に対する町の考え方・対応 
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文書が長すぎると思います。 

この文書を隅々まで読めてどのく

らいの人が理解できるか疑問で

す。 

もうすこし簡潔にしないと間違っ

た解釈やせっかくの意見も頂けな

いと思います。 

この文書を読めるのは時間に余裕

のある年配の行政に興味がる一部

方々だけになるので、もう少し簡

潔にしないと偏った意見集約にな

る恐れがあります。 

後は、国と県と町で役割があると

思いますがそれが図や表などを用

いてもう少しわかりやすくなって

るといいと感じました。 

 

簡潔にするためにも目的やとりま

く環境は簡素化し対策をシンプル

に記載する方がいいと感じまし

た。 

 

 

 

 

 

新型インフルエンザ等対策行動計画

（行動計画）は、新型インフルエンザ

等対策特別措置法（特措法）に基づき、

新型インフルエンザ等の発生に備えて

平時の準備や感染症発生時の対策の内

容を示すものです。今回は新型コロナ

への対応経験やその課題を踏まえ、新

型インフルエンザや新型コロナ以外も

含めた幅広い感染症による危機に対応

できる社会を目指すことを目的に、政

府行動計画及び岐阜県行動計画が策定

以来初めてとなる抜本改正されたこと

を受け、本町においても町行動計画の

改定を行うものです。 

改定にあたっては県行動計画の改定

内容を踏まえ、国の手引きに基づき素

案を作成しております。県行動計画と

の整合性を保つため詳細を記載してい

ることから量が多くなっております

が、簡潔で分かりやすいものとしてま

とめた概要版を作成してまいります。 
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池田町新型イ

ンフルエンザ

等対策本部の

設置 

 

町対策本部及び町対策推進会議

の構成員には、経済や人権、また、

医療倫理学や医療人類学、小児（18

歳未満）の心理や発達に詳しい者

を入れ、医学的に正しいとされた

ことのみに絶対的な価値を置いて

判断するのではなく社会経済の維

持発展や人権尊重も常に考慮しな

がら判断していく体制とすべきで

ある。 

新型インフルエンザ等対策特別措置

法（特措法）の市町村対策本部の組織

で「市町村本部長（町長）は、必要が

あると認めたときは、その他当該市町

村の職員以外の者を市町村対策本部の

会議に出席させることができる」と定

められているため、専門家等の構成員

については必要に応じ検討をしていき

ます。 
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新型インフル

エンザ等対策

の実施に関す

る基本的な方

針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の行動計画では第二-3-（７）

県民のところに「さらには、感染

者やその家族、所属機関、医療従

事者、様々な事情によりマスク着

用やワクチン接種ができない方、

文化や風習が大きく異なる外国人

県民等に対する偏見・差別等をな

くすため、感染症に関する正しい

知識や多様性の理解に努める」と

記載があるが、この内容は県民だ

けの取り組むべきことではなく自

治体においても配慮・意識すべき

であるためこちらにも同様の文言

を追加するべきである。 

 

本計画の第２章新型インフルエンザ

等対策の実施に関する基本的な方針 

３対策推進のための役割分担（６）町

民の中でこの一文については記載済み

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

基本的人権の尊重について、感

染症に関する正しい知識の普及 

・誰でも感染する可能性があるこ

と 

・感染源の特定は往々にして不可

能なこと 

・感染者は加害者ではないこと 

をすべきである。 

誰でも感染する可能性があり感染

源の特定は不可能ということは、

対策の呼びかけは「自分が体調を

整える事」に注力していくべきで

ある。 

ご意見をいただいた様に感染症にお

いては誰もが感染する可能性がありま

す。そのため感染症に関する正しい知

識の普及として、人権の尊重に対する

配慮や感染症予防（健康管理等）につ

いて今後も周知・啓発に努めていきま

す。 



５ 情報提供・共

有、リスクコ

ミュニケーシ

ョン 

 

 

県の方にはある「偏見・差別等に

関する啓発」が入っていない。担

当課は実際に対策の呼びかけを行

う際に配慮すべきなので呼びかけ

る課全てが対象に入るべきであ

る。 

 

本計画の第２章新型インフルエンザ

等対策の実施に関する基本的な方針  

6 留意事項（1）基本的人権の尊重の

中で記載済みです。 

なお、新たな感染症においても人権

への配慮を重視し各部署で対策をして

いきます。 
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まん延防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

咳エチケットとは、咳やくしゃ

みの際にハンカチやティッシュ、

服の袖、そしてマスクなどで鼻や

口を抑えることで、必ずしもその

手段はマスクに限定されるもので

はない。そしてさらに、咳エチケ

ットは感染症対策の一つ。体質や

体調などに合わせどういった形で

感染症対策をするかも個人の自由

である。 

マスクを強いるということは、

「感染症対策の一つである咳エチ

ケットの一つであるマスク着用」

と、相当な自由の制限を強いてい

るということをご認識頂きたい。

咳エチケットにマスク着用が含ま

れているのは当然であるので、本

計画中の文言も「マスク着用等の

咳エチケット」ではなく「咳エチ

ケット」としてほしい。少なくと

も「マスク着用等の咳エチケット」

ではなく「咳エチケット」表記に

し、常にするのではなく咳が出る

時だけなので手洗いの方が前に来

るようにしてはどうか。 

ご意見をいただいた様に咳エチケッ

トはマスクに限らず、ハンカチやティ

ッシュ、服の袖等で抑えることも含ま

れます。 

国や県の計画においても「平時か

ら、換気、マスク着用等の咳エチケッ

ト、手洗い、人混みを避ける等の基本

的な感染対策の普及を図る」とあり本

計画においても修正はいたしません

が、今後広報やホームページ等での感

染症対策の啓発の際に、マスク着用以

外の対策についても周知に努めていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 感染拡大防止

関連事業の実

施 

 

感染対策環境整備事業等につい

て単に成果として示すのみではな

く、当時から研究が進み知見が変

わっていることなど検証し、前例

踏襲ではなく効果のある対策をと

れるようにすべきである。平時か

らの啓発などでも認識を改めるよ

新型コロナウイルス感染症対応で

は、感染拡大防止対策として各種事業

を実施しました。ご意見をいただいた

様に新たな感染症においても、国や県

から提供される情報を適切に収集し、

有効な対策を講じるよう努めていきま

す。 



う、つばや咳に対する強迫的な嫌

悪を改善させ差別を防止すること

や室温を維持した換気で効果的な

感染対策をすること、効果の低い

又は逆効果になる感染対策は廃止

することを知らせてほしい。 

・パーテーションの設置 

・消毒液やマスクの配布、小中学

校への配備 

・検温システムや非接触体温計 

・空気清浄機 

 

 

 


